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１．法科大学院の概要 
 
（１）設置者 

国立大学法人 広島大学 

  
（２）教育上の基本組織 

大学・研究科・専攻名称 広島大学大学院法務研究科法務専攻 

開 設 年 度 平成 16年 ４月 １日 

入 学 定 員 入学定員  48名 

標準修業年限 ３年 

修了要件単位数 100単位以上 

  
（３）所在地 

広島県広島市 

    （注）法科大学院（研究科・専攻）の所在地とし，都道府県，市町村名まで記入してください。（郡の場合は町

名まで，東京特別区の場合は区名まで記入してください。） 

 
（４）教育の理念・目的，養成する法曹像 

教育の理念・目的 

 広島大学大学院法務研究科（法科大学院）は，知的・精神的に強靱な資

質と高度な法的学識・能力を備えるとともに高い倫理観をもち，社会の法

的ニーズに応じた適切なサービスを提供できる専門職業人としての法律

専門家を養成し，もって法の支配の貫徹した公正な日本社会の建設に貢献

することを，その教育上の理念として，以下のような法律専門家を養成す

ることを目的とする。 

養成する法曹像 

① 法律についての高度な専門的知識，状況に即応できる柔軟な思考力，

的確な実践的運用能力を有する実力ある法律専門家。 

② 裁判実務だけでなく，充実した法的サービスと高度の法的支援を必要

とする社会各層の要請に対応できる，いわゆる「国民の社会生活上の医

師」の役割を果たすべき存在としての人間性及び人間と社会への深い関

心・理解力・洞察力を有する「良き隣人たる」法律専門家。 

③ 今後の法化社会の進展に伴い，民間，特にビジネス分野での法的問題

の処理の需要に応えうるビジネス法務，とりわけ金融分野に関する高度

の幅広い知識を有する法律専門家。 

④ 自らが行っている法的問題処理の過程を，より高い次元に立って反省

できる観点を明確にもち，幅広い教養と高い倫理性に裏打ちされ，専門

職業人（プロフェッション）としての任務を深く自覚した人格高潔な見

識ある法律専門家。 

    （注）「教育の理念・目的」欄には，各法科大学院が個別に定める理念，教育目的，目標として公表しているも

のを記入してください。 
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２．教員組織 
 
（１）教員数 

区  分 

専   任   教   員 
兼担・ 
兼任教員 

専 専・他 実・専 実・み 合 計 

教  授 ９ ２ ３（２） ２（２） 16（４） 

14 
准教授・ 
講師・助教 

２ １ ０（０） ０（０） ３（０） 

    （注）１．年次報告書提出年度の５月１日現在で記入してください。 

       ２．括弧内には，内数で法曹としての実務の経験を有する者の人数を記入してください。 

       ３．「専任教員」欄の「専」については法科大学院のみの専任教員数，「専・他」については法科大学院の

専任であり，かつ他の学部・大学院（修士課程）の専任教員数，「実・専」については実務家専任教員

数，「実・み」については実務家みなし専任教員（年間６単位以上の授業を担当し，かつ，法科大学院

のカリキュラム編成等の運営に責任を有する者）数を記入してください。 

 

（２）科目別の専任教員数 

法  律  基  本  科  目 法
律
実
務 

基
礎
科
目 

基
礎
法
学
・ 

隣
接
科
目 

展
開
・
先
端 

科
目 

憲 法 行政法 民 法 商 法 
民 事 
訴訟法 

刑 法 
刑 事 
訴訟法 

２ １ ５ ２ １ ２ ２ ４ ３ ４ 

    （注）１．年次報告書提出年度の５月１日現在で記入してください。 

       ２．科目別に延べ人数で記入してください。 

 
 

３．学生数の状況 
 
（１）収容定員及び在籍者数 

区    分 人   数 

収 容 定 員 156 

在 籍 者 数    160（45） 

 
うち，法学未修者    142（41） 

うち，法学既修者     18（4） 

    （注）１．年次報告書提出年度の５月１日現在で記入してください。 

       ２．括弧内には，内数で女子学生の人数を記入してください。 

       ３．「収容定員」欄には，入学定員の３倍の数を記入してください。ただし，年次報告書提出年度を含む

過去３年度以内に入学定員の変更があった場合は，３年間の入学定員の合計を記入してください。 
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（２）入学定員及び入学者数 

区   分 平成 23年度 平成 22年度 平成 21年度 

入 学 定 員 48 48 60 

入 学 者 数 44(13) 44（10） 58（18） 

 

うち，法学未修者 29(10) 42（９） 56（17） 

うち，法学既修者 15(3) ２（１） ２（１） 

うち，他学部出身者 
 または社会人経験者 

12(3) 15（６） 25（７） 

うち，他大学出身者 37(12) 40（10） 42（10） 

入学定員に占める 
入学者数の率 

0.91 0.91 0.96 

入学者数に占める他学部出身者 
または社会人経験者の率 

0.27 0.34 0.43 

入学者数に占める 
他大学出身者の率 

0.84 0.90 0.72 

    （注）１．年次報告書提出年度を含む過去３年度について，各年度の５月１日現在で記入してください。 

       ２．括弧内には，内数で女子学生の人数を記入してください。 

       ３．「入学定員に占める入学者数の率」欄には，入学者数を入学定員で割った値，「入学者数に占める他学

部出身者または社会人経験者の率」欄には，入学者のうち他学部出身者または社会人経験者に当たる者

の人数（実数）を入学者数で割った値，「入学者数に占める他大学出身者の率」欄には，入学者のうち

他大学出身者の人数を入学者数で割った値を記入してください。 

       ４．「入学定員に占める入学者数の率」，「入学者数に占める他学部出身者または社会人経験者の率」及び

「入学者数に占める他大学出身者の率」欄については，小数点第３位を切り捨ててください。（例：入

学定員が 90人，入学者数が 93人の場合には，93÷90＝1.033・・・≒『1.03』となります。） 

４．入学者選抜 
（１）アドミッション・ポリシー 

 実践的な理論と判断力を備えたプロフェッションとしての法律専門家を育てるため，柔軟な思考力

を持ち，人間と社会への深い関心と理解力を備えた学生を多方面から求めている。 

 
（２）入学者選抜方法 

 一般入試とAO入試の２種類の選抜方式を併用し，第１次選考及び第２次選考により実施している。志願

者が募集人員の４倍（AO 入試の場合は 30 名）を超えた場合は，法科大学院全国統一適性試験の成績及び

出願書類に基づいて，第１次選考を実施することがある。第２次選考については，AO入試は，法科大学院

全国統一適性試験の成績及び面接試験の点数に基づき，一般入試は，法科大学院全国統一適性試験の成績，

筆記試験（法律科目試験（２年コース）又は小論文試験（３年コース））の点数，面接試験の点数，学業以

外の活動実績及び外国語能力等に対する加算点を合計した点数に基づき，総合的に判定する。 

     （注）入学者選抜の実施方法，選考上の考慮要素等について公開されているものを簡潔に記入してください。 

 
（３）既修者の認定方法 

 法律科目試験（六法科目についての論文式試験）により，本研究科において必要とされる法律学の

基礎的な学識を備えていると判定され，２年コース（法学既修者）に合格した者は，１年次配当の法

律基本科目 34単位を修得したものとみなされ，２年次配当科目から履修を開始することとなる。 

     （注）既修者と認められた場合の在学期間の短縮，認定される単位数，及び法律科目試験の内容と認定される

単位の分野の関係について，簡潔に記入してください。 
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５．教育課程及び教育方法 
 （１）開設する授業科目及び修了に必要な修得単位数    

区  分 

開 設 授 業 科 目 数 ・ 単 位 数 

修了に必要な修得単位数 
必修科目 

選択必修
科目 

選択科目 合  計 

法 
律 
基 
本 
科 
目 

公法系科目 ６（12） （ ） （ ）  ６（12） 12単位  

 

 

左記の単位

のほか，選択

科目から 12

単位以上の
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（３）履修登録単位数の上限 

学 年 １年次 ２年次 
３年次 
（最終年次） 

備    考 

単位数 36 36 44  

 
６．成績評価及び課程の修了 
 
（１）成績評価の基準 

 授業科目の成績は，試験の成績，授業での質疑応答の状況等を総合して認定し，評価は，「秀」,「優」，

「良」，「可」，「不可」の５ランクとし，「不可」を不合格と定めている。成績評価の考慮要素について

は，できるだけ標準化するよう努めている。ただし，筆記試験（中間・期末），レポート，授業での質

疑応答等の考慮する要素のウエイト付けについては，科目毎の特性に応じて各教員の判断に委ねてい

る。 

 考慮する要素およびその配分割合については，すべてシラバスに明示している。平成 20年度から成

績評価の基準の開示にあたり，評価する要素のみならず，その配分の割合についても必ずシラバスに

開示するよう運用を改めている。 

 なお，必修科目を所定の学年に修得することを進級要件と定めている。（ただし，未修得単位が６単

位以下の者は，仮の進級を認める。） 

     （注）成績のランク分け，各ランクの分布の在り方についての方針の設定，成績評価における考慮要素などに

ついて簡潔に記入してください。 

 
（２）成績評価の基準にしたがった成績評価及び修了認定の厳格性を確保するための措置 
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７．学費及び奨学金等の学生支援制度 
 
（１） 学費 
 

区 分 金  額 備   考 

入学料 282,000 

免  除 

 次のいずれかに該当する者には，入学料の全額又は半額を免除。 

  ①経済的理由によって納付が困難であり，かつ，学業が優秀と認め

られる者 

  ②入学前１年以内において学資負担者が死亡した場合，本人若しく

は学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であっ

て学長が相当と認める事由がある場合で納付が著しく困難である

と認められる者 

徴収猶予 

 次のいずれかに該当する者には，入学料の徴収を猶予。 

  ①経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり，かつ，学

業が優秀と認められる者 

  ②入学前１年以内において学資負担者が死亡した場合，本人若しく

は学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であっ

て学長が相当と認める事由がある場合で納付期限までに納付が困

難であると認める者 

授業料 
（年間） 

804,000 

免   除 

 ①学資の支弁が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合は，各

期の授業料の全額又は半額を免除。 

 ②成績優秀学生（広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシ

ップ）に選考された者は，当該年度の後期分授業料の全額を免除。 

徴収猶予 

 次のいずれかに該当する場合には，各期の授業料の全額又は一部を徴

収猶予。 

  ①経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり，

かつ，学業優秀と認められる場合 

  ②行方不明の場合 

  ③授業料の各期の納付月前６月以内（入学した月の属する期分は入

学前１年以内）において，学生又は学資負担者が災害を受け，納付

が困難であると認められる場合 

  ④その他やむを得ない事情があると認められる場合 

     （注）「備考」欄には，免除（全額，半額，その他），支払い猶予の措置の内容を記入してください。 
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（２）奨学金等 

名   称 金額／年・月 利子の有無 募集人数 受 給 者 数 

日本学生支援機構奨学金 

（第一種，第二種） 

第一種： 

50,000円又は 

88,000円／月 

（貸与） 

 

第二種： 

50,000円／月 

80,000円／月 

100,000円／月 

130,000円／月 

150,000円／月 

（貸与） 

 

※150,000 円／月を

選択した者について

は，希望により

40,000 円／月また

は 70,000 円／月の

増額が可能。 

第一種： 

無利子 

 

 

第二種： 

年利３％ 

まで 

 45 名  39 名 

NPO 法人ロースクール奨学

金広島奨学金 

200,000円／年 

（給付） 
  ２名   ２名 

     （注）１．奨学金ごとに欄を区切って記入してください。 

        ２．「名称」欄には，奨学金名，給付金名等を記入してください。 

        ３．「金額／年・月」欄には，年または月当たりの支給金額又は貸与金額を記入してください。なお，

括弧内に当該金額の貸与，給付の別を記入してください。 

        ４．「受給者数」欄には，年次報告書提出の前年度の実績を記入してください。 



広島大学大学院法務研究科法務専攻 

 

8 

８．修了者の進路及び活動状況 
 

修了年度 修了者数 
司法試験 
出願者数 

備      考 

平成 22年度 44 44  

     （注）１．年次報告書提出前年度の修了者に係る人数について，年次報告書提出年度の５月１日現在で把握し

ている数を記入してください。 

        ２．「司法試験出願者数」欄については，当該修了年度の修了生のうち，新司法試験に出願した者の数

を記入してください。 

        ３．「備考」欄には，司法試験出願者以外に修了者の特徴的な進路（例：国家・地方公務員，企業法務

関係等）等があれば，記入してください。 

 

 

改善を要する点の対応状況（この項目は公開を求めるものではありません。） 
 

改善を要する点 対 応 状 況 備   考 

 本法科大学院における導入

科目と位置づけられる授業科

目「法システム概論」につい

ては,その授業内容にかんが

みて,法学既修者を対象とす

る授業科目として開講するこ

とが適切でないため,その在

り方を見直す必要がある。（第

２章） 

 

（平成 21年度） 

 カリキュラムの見直しを行い，

「法システム概論」を平成21年度か

ら１年次配当の選択必修科目とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成23年度） 

カリキュラムの見直しを行い，「法

システム概論」を平成23年度から廃

止し，法律基本科目としての「法学

概論」を新設し，１年次配当の必修

科目とした。 

 法情報調査については，これま

で独立科目として開設せず，必修

科目「法システム概論」の中で全

学生を対象に指導を行うととも

に，必修科目である各法律基本科

目の中で個別分野についての法

情報調査の指導を行ってきた。平

成 21年度からは，「法システム概

論」を選択必修科目と改めたこと

に伴い，入学時のガイダンスにお

いて法情報調査に関する時間を

設け，新入生全員（未修者・既修

者）に対しその指導を実施すると

いう形式で対応した。なお，各法

律基本科目の中での指導は従前

どおり継続実施している。 

 

平成 23 年度からは，2 年次配当

の必修科目である法曹倫理１の

中で指導を実施することとして

いる。なお，各法律基本科目の中

での指導は従前どおり継続実施

している。 

 法律基本科目における授業

科目の受講生数について,専

門職大学院設置基準において

50 人が標準とされているこ

とにかんがみ,適切な規模に

維持する必要がある。（第３

章） 

 

（平成 21年度） 

 平成 22年度から現行の入学定員

60人を 48人に削減する予定で，こ

れにより適切な規模に維持できる

ものと考えている。 

（平成 22年度） 

平成 22 年度から入学定員を 48

人に削減した。 

 

 授業科目「法システム概論」

について,法学既修者に対し

（平成 21年度） 

 法学既修者について，「法システ
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改善を要する点 対 応 状 況 備   考 

再履修科目とする扱いが適切

ではないため,その扱いを見

直す必要がある。（第３章） 

 

ム概論」を履修不要とするために，

再履修科目扱いを取り止めただけ

ではなく，当該科目を基礎法学・隣

接科目の「必修２単位科目」から「選

択必修２単位科目」に改めた。その

結果，本研究科における基礎法学・

隣接科目の要修得単位は，必修２単

位・選択必修４単位の計６単位から

選択必修６単位となった。選択必修

２単位科目としたのは，２年コース

と３年コースの修了要件を，みなし

修得単位 30単位以外は，規定上，

同一にするための措置である。 

（平成 23年度） 

「基礎法学・隣接科目」で，「選択

必修２単位科目」である「法システ

ム概論」を廃止し，「法律基本科目」

で，「必修２単位科目」である「法

学概論」を新設した。 

その結果，本研究科における法律基

本科目の要修得単位は，必修 60単

位から必修 62単位となり，基礎法

学・隣接科目の要修得単位は，選択

必修６単位から選択必修４単位と

なった。 

 一の授業科目における追試

験において,期末試験と類似

性の強い設問が出題されてい

るため,追試験の出題の在り

方について，さらなる検討,

改善を図るとともに,その方

策について全教員に周知徹底

する必要がある。（第４章） 

 

（平成 21年度） 

 法務研究科 FD会合において，「追

試験に関する教授会申合せ（平成

17年 10月 24日）」を再配布し，専

任教員への周知徹底を図った。 

 また，兼任・兼担教員を対象とし

た非常勤講師ＦＤ会合（４月 13日）

を開催し，周知徹底した。 

 

 

 東千田図書館については，

教員による教育及び研究並び

に学生の学習を支援するため

に必要な図書及び資料につい

て，さらに充実を図る必要が

ある。（第 10章） 

 

（平成 21年度） 

 法務研究科図書委員が中心とな

り，定期的に教員及び学生のニーズ

を吸い上げ，図書館担当者と連携し

て図書・資料充実の取組みを強化し

ている。 

（平成 22年度） 

法律関係図書の充実を図るため

に，引続き教員に定期的にアンケ

ートを実施するとともに学生か

らの購入・購読の要請に積極的に

対応している。 

 

     （注）１．「改善を要する点」の欄は，適格認定時に「改善を要する点」として指摘された事項ごとに欄を区

切り，第１章から第 10章の順に記入してください。 

        ２．「対応状況」欄については，適格認定時からの対応状況を古いものから順に記入してください。 

        ３．未対応の事項について対応計画等があれば，「備考」欄に記入してください。 

 


